
広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成２１年１２月２４日

広陵町長 平 岡 仁

広陵町条例第１６号

広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

広陵町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年８月広陵町条例

第１６号）の一部を次のように改正する。

第２条中「同法第３５条の７第１項」を「同法第３５条の１０第

１項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成２１年１０月３０日から

適用する。


